
２０１４再防発第１９号 

２０１４年９月１日 

原子力規制委員会 

原子力規制庁 

放射線防護対策部原子力防災政策課長 

森 下   泰  殿 

日 本 原 燃 株 式 会 社 

再処理事業部防災管理部長 

「再処理事業所再処理事業部原子力事業者防災業務計画」の 

内容の一部読み替えについて 

 ２０１３年１２月２５日付、２０１３再防発第３６号にて届け出ました弊社「再処

理事業所再処理事業部原子力事業者防災業務計画」につきましては、弊社組織改正に

伴い、添付資料のとおり読み替えいたしますのでご連絡いたします。 

添付資料 

 「再処理事業所再処理事業部原子力事業者防災業務計画」読み替え表 

以 上



再処理事業所 再処理事業部 原子力事業者防災業務計画 読み替え表（1/1） 
 

 

現 行 読み替え後 備 考 
 

 

第２章 原子力災害予防対策 

 

第２節 防災活動に使用する施設及び設備の整備 

 
３．除染施設、応急処置施設 

放射線管理部長及び業務本部げんねん診療所長は、別図 10 に示す除染施設及び応急処置

施設を常に使用可能な状態に整備する。 

 
 

第３節 放射線測定設備その他必要な資機材の整備 

 

２．原子力防災資機材等 

（１）原子力防災資機材 

ａ．安全本部環境管理センター長、業務本部げんねん診療所長、業務本部総務部長、経

営本部人事部長、防災管理部長、運営管理部長及び放射線管理部長は、別表６に示す

原子力防災資機材に関して次の措置を講じる。 

（ａ）必要数量を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に

整備する。なお、非常用通信機器については、連絡先又は連絡先の番号に変更があ

った場合、これを更新し、常に使用可能な状態に整備する。 

（ｂ）不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより必

要数量を確保する。 

ｂ．社長は、毎年９月30日における原子力防災資機材の備え付けの現況を翌月７日まで

に様式５に定める届出書により、内閣総理大臣、原子力規制委員会、青森県知事及び

六ヶ所村長に届け出る。 

 

（２）その他の防災資機材 

ａ．安全本部環境管理センター長、業務本部総務部長、経営本部人事部長、業務本部げん

ねん診療所長、防災管理部長、設備保全部長、設計部長、再処理計画部長、前処理施設

部長、共用施設部長、化学処理施設部長、ガラス固化施設部長、放射線管理部長及び運

営管理部長は、別表７に示すその他の防災資機材に関して、必要な数量を確保するとと

もに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備する。 

ｂ．不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより必要数

量を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 原子力災害予防対策 

 

第２節 防災活動に使用する施設及び設備の整備 

 

３．除染施設、応急処置施設 

放射線管理部長及び経営本部人事部長は、別図 10 に示す除染施設及び応急処置施設を常

に使用可能な状態に整備する。 

 
 

第３節 放射線測定設備その他必要な資機材の整備 

 

２．原子力防災資機材等 

（１）原子力防災資機材 

ａ．安全本部環境管理センター長、業務本部総務部長、経営本部人事部長、防災管理部

長、運営管理部長及び放射線管理部長は、別表６に示す原子力防災資機材に関して次

の措置を講じる。 

（ａ）必要数量を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に

整備する。なお、非常用通信機器については、連絡先又は連絡先の番号に変更があ

った場合、これを更新し、常に使用可能な状態に整備する。 

（ｂ）不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより必

要数量を確保する。 

ｂ．社長は、毎年９月30日における原子力防災資機材の備え付けの現況を翌月７日まで

に様式５に定める届出書により、内閣総理大臣、原子力規制委員会、青森県知事及び

六ヶ所村長に届け出る。 

 

（２）その他の防災資機材 

ａ．安全本部環境管理センター長、業務本部総務部長、経営本部人事部長、防災管理部長、

設備保全部長、設計部長、再処理計画部長、前処理施設部長、共用施設部長、化学処理

施設部長、ガラス固化施設部長、放射線管理部長及び運営管理部長は、別表７に示すそ

の他の防災資機材に関して、必要な数量を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、

常に使用可能な状態に整備する。 

ｂ．不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより必要数

量を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
社内組織改正に

伴う名称変更 

 
 
 
 
 
 
 
社内組織改正に

伴う名称削除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社内組織改正に

伴う名称削除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


